
令和５年度 

長野県下伊那農業高等学校 

コンプライアンス委員会 

 

「飲酒運転」の根絶のための校内ルール 

 

私たち本校教職員は、日頃から学校教育に携わる者として、日々コンプライアンスを意識し、行動にも責任を持ち、

教育活動に専心しています。 

しかし、長野県教職員全員が同じ意識を持っているとは限らず、不祥事が発生するたびに遺憾に感じています。本

校教職員は、お互いを信頼し合い、明るく・楽しく・誇りを持って教育に取り組む教職員集団でありたいと強く願っ

ています。 

そのために、校内ルールを敢えて明文化し、すべての校内教職員が共通の認識のもとで行動し、本校から不祥事が

生じないようにすることを確認します。以下の校内ルールは、大切な生徒はもちろんのこと、学校及び先生方自身を

守るための最低限のルールです。 

 

１ 酒席に先立って 

・幹事は、所定の様式を使用し、飲酒の有無、会場への移動手段と帰宅手段を確認する。 

出欠表は、事前に管理職（２部）へ提出する。（対象となる酒席は３を参照。） 

・酒席会場には、原則として自家用車では参加しないこと。 

・運転代行での帰宅予定者については、運転代行を必ず予約すること。 

・運転代行での帰宅予定者については、２次会以降に参加しないこと。 

・飲酒の習慣がない教職員（体質的に飲酒できない等）は上記の限りではない。 

 

２ 酒席に際して 

（１）開宴に先立ち実施 

・幹事より、公用自家用車で来場している職員は、飲酒しないことを呼びかける。 

（２）宴会終了後に実施 

・幹事より、飲酒の有無、帰宅手段を再度確認し、厳守していただくよう呼びかける。 

・運転代行での帰宅予定者には、予約状況を確認し、確実に代行で帰宅するよう呼びかける。 

 

３ 対象となる酒席 

・学校全体及び学年会・教科会に係る酒席、勤務場所から直接会場に向かう酒席。 

・対象以外の酒席についても、教育公務員として「飲酒運転」の根絶のために心掛ける。 

 

＜飲酒の基礎知識＞ 

一般に、体重 60kg の人が 500ｍｌの缶ビールを飲んだ場合、アルコールが消えるまでに３～４時間かかるとい

われています。例えば、３本の缶ビールを飲んだ場合には、８時間が経過してもアルコールは消えないことになり

ます。また、アルコールが消えるまでの時間については、個人差も大きく、年齢や体質、そのときの体調や飲酒量

などにより大きく左右されますので、十分認識しておいてください。 

したがって、翌朝、運転する予定の場合は、深酒は避け、飲酒は夜９時頃までとするように心がけましょう。 

 

  



令和５年度 

長野県下伊那農業高等学校 

コンプライアンス委員会 

 

生徒に対する「性的行為」の根絶のための校内ルール 

 

私たち本校教職員は、学校教育に携わる者として、日頃からスクール・コンプライアンスを意識し、行動にも責任

を持ち、教育活動に専心しています。 

しかし、長野県教職員全員が同じ意識を持っているとは限らず、一部の教職員による不祥事が発生するたびに、信

州教育並びに教育公務員に対する信頼が失墜することは誠に遺憾です。本校教職員は、お互いを信頼し合い、明るく・

楽しく・誇りを持って教育に取り組む教職員集団でありたいと強く願っています。 

そのために、校内ルールを敢えて明文化し、すべての校内教職員が共通の認識のもとで行動し、本校から不祥事が

生じないようにすることを確認します。 

以下の校内ルールは、大切な生徒を守ることはもちろんのこと、学校及び先生方自身を守るための配慮です。いず

れにせよ、周りから誤解はされないことです。また、このルールは、生徒との信頼関係を築き、持続的に保つための

最低限のルールです。 

 

１ 生徒と対応する場合の距離の取り方 

・これは大丈夫か、変ではないか、近すぎないか、疑われないか、と常に意識する。 

・生徒の身体へは、安全確保等社会通念上認められるもの以外、接触しない。 

・身体に触れざるをえない場合は、明確な理由及び必要性があり、触れる前に伝え了解を得た後とする。 

２ 生徒への指導及び相談等の対応の仕方 

・原則として、生徒と教室や研究室等で外から見えない状況で、１対１にならない。 

・複数の教職員で対応することを原則とするが、やむを得ず１対１で行わなければならない場合は、どこで（場所）、

誰と（生徒）、何を話す（内容）のか、必ず事前に他の者に伝える。 

・いつ、誰に見られても、誤解を受けない状況であるか、常に客観的に判断する。 

・部屋のドアは、使用中は施錠せず、少し開けることが理想である。 

・長時間一緒に居る、距離が近い、座る位置が適切か、など細心の注意を払う。 

・机等を挟んだ場所で、生徒を入り口側に座らせる。 

・面談場所は、人気の無い遠い場所は選ばない。 

３ 生徒との接し方や生徒の気持ちへの配慮 

・教員側に少しでも、やましい気持ちがなければ誤解はされない。 

・教師として誇りやプライドをもち、毅然とした態度を失わないよう接する。 

４ 情報通信機器による生徒との連絡方法 

・原則として、生徒への連絡は保護者を介して連絡すべきである。 

・電話、メール、ＳＮＳ等による私的なやり取りはしない。 

・やむを得ず、携帯電話やＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）等で、生徒に直接連絡する必要が生じた場合は、用件のみの連絡

に留める。 

・〝生徒と先生〟の関係であることを自覚し、相談等は昼間学校ですることが、お互いを守ることである。 

・複数の生徒に連絡する場合は、代表生徒に連絡事項を伝え、その生徒から関係生徒へ連絡してもらう。 

・原則として、生徒の個人情報を携帯電話等に所持しない。（必要な場合は、個人情報所持承認申請書を提出） 

  



５ 教室・研究室・その他諸室の整備 

・入口は、出入りしやすいように配置及び整理整頓しておく。 

・ドアの小窓などにポスター等の掲示物を貼らず、外から見えるようにしておく。 

・対応時に目隠しが必要な場合は最低限にし、見ようとすれば見えるような工夫をしておく。 

・部屋の鍵の保管は特定の教職員のみが行わず、教務室や事務室等で鍵を保管し、複数の教職員が取り扱うことの

できるようにしておく。 

６ 公用自家用車等に生徒を乗せる場合 

・原則として、１対１の状況で生徒（異性）を同乗させない。ただし、やむを得ない場合は、運行計画を提出する

際に、管理職の許諾を得る。 

・交通安全面からも、生徒は後部座席に乗せるよう配慮する。 

７ その他 

・教育目的外はもちろん、教育目的でも不必要な生徒の撮影や録画はしない。 

・教育目的外で生徒に性に関することを話題にしたり、質問したりすることはしない。 

・わいせつ行為が疑われるときはもとより、指導方法が不適切と感じるときや、部屋等の使用が不適正であるとき

は、躊躇することなく校長等に報告する。あるいは校内相談窓口又は校外通報・相談窓口へ連絡をする。 

 

 

＜校内ルールに係る補足説明＞ 

 

２ 生徒への指導及び相談等の対応の仕方 

※ 教職員は指導上、２人きりになる場面は多々生じる。時には生徒のプライバシーを守るために密室で指導を行

わざるを得ないときもある。その場合、部屋のドアを少し開けておくことが理想であるが、話が漏れる等の不都

合が生じる場合は、どこで（場所）、誰と（生徒）、何を話す（内容）のか、必ず事前に他の者に伝えるようにす

る。 

３ 生徒との接し方や生徒の気持ちへの配慮 

※ 年齢、性別を問わず、先生は生徒にとって「寄り添ってくれる人」として、ごくまれに、仕事で接しているに

もかかわらず、誤解を受けてしまうことがある。 

※ その場合、教員側に少しでも、やましい気持ちがなければ誤解はされない。また、学校という場で知りあった

先生と、生徒であることを忘れず、教師の誇りやプライドをもって毅然とした態度を忘れないように接していれ

ば誤解はされない。 

４ 情報通信機器による生徒との連絡方法 

※ 高校生といえども未成年であり、保護者の方から預かっている大切なお子様です。本来なら、いかなる連絡も

保護者に伝え、保護者を介して連絡すべきでしょう。 

５ 教室・研究室・その他諸室の整備 

※ 廊下から丸見えは困りますが、完全な目隠しも誤解を生むものです。 

※ 入り口は出来るだけ出入りしやすく、又、目隠しも最低限にして、意図的に見ようとすれば見える様な工夫を

しておきましょう。自身を守る工夫です。 

６ 公用自家用車等に生徒を乗せる場合 

※ 教職員の車に生徒を乗せる場合は、安全面の配慮からも後部座席に乗せるようにしましょう。 

※ 特に異性の生徒１人の場合は、乗せるのは後部座席です。 

 


